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連結注記表（2018年４月１日から2019年３月31日まで） 

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 
１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数  21社   株式会社九州トリシマ、酉島ポンプ香港有限公司 

酉島エンジニアリング株式会社 

TORISHIMA EUROPE LTD. 

株式会社クリーンエネルギー五色、酉島ポンプ（天津）有限公司 

TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS FZCO. 

TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS EUROPE LTD. 

PT.TORISHIMA GUNA INDONESIA、PT.GETEKA FOUNINDO 

PT.TORISHIMA GUNA ENGINEERING 

TORISHIMA EUROPE PROJECTS LTD.、TORISHIMA PUMPS (INDIA) PRIVATE LTD. 

TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS ASIA PRIVATE LTD. 

TORISHIMA (USA) CORPORATION、TORISHIMA AUSTRARIA PTY LTD. 

TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS THAILAND LTD. 

TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS (SAUDI ARABIA) LTD. 

TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS FORMOSA LTD. 

TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS MALAYSIA LTD. 

TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS OF MICHIGAN,LLC. 

 

(2) 非連結子会社の数 ４社   ICI CALDAIE LTD. 

その他３社 

 上記４社合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれ

も連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社の数    ４社   協和機工株式会社 

SMITECH ENGINEERING PTE LTD. 

イオスエンジニアリング アンド サービス株式会社 

株式会社肥前風力エネルギー開発 

 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社の数  ４社   ICI CALDAIE LTD. 

その他３社 

 上記４社については、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外しております。 

 

３．会計方針に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定しております。） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法によっております。 

 なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取

り込む方法によっております。 

② デリバティブ 

時価法によっております。 

③ たな卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

商品及び製品、原材料及び貯蔵品 

移動平均法による原価法によっております。 

仕掛品 

個別法による原価法によっております。 
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(2) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備

及び構築物については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

「建物及び構築物」 10～50年 

「機械装置及び運搬具」 ４～17年 

「工具、器具及び備品」 ２～20年 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、自社利用ソフトウェアについては、社内による利用可能期間（５年～７年）に基づいております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 

(3) 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に債権の実情を考慮して計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。 

③ 製品保証引当金 

プラント工事等における今後の無償保証工事費用の発生に備えるため、過去の実績に基づいて計上しております。 

④ 工事損失引当金 

受注工事の損失に備えるため、当連結会計年度末における手持受注工事のうち、発生する工事原価の見積額が、

受注額を超過すると見込まれるものについて計上しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

一部の連結子会社における役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程（内規）に基づく期末要支

給見込額を計上しております。 

 

(4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

  退職給付に係る会計処理の方法 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。 

② 数理計算上の差異の費用処理方法 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給

付に係る調整累計額に計上しております。 

 

(5) 重要な収益及び費用の計上基準 

  完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事 

 工事進行基準(工事の進捗率の見積もりは原価比例法) 

その他の工事 

 工事完成基準 

 

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資産及び負債、並びに収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。 
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(7) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場

合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には、特例処理を採用しておりま

す。 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ（ヘッジ手段）………………為替予約 

（ヘッジ対象）………………外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引 

ｂ（ヘッジ手段）………………金利スワップ 

（ヘッジ対象）………………借入金 

③ ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変

動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

主として、ヘッジ手段とヘッジ対象について、キャッシュ・フローの変動の累計を比較する方法によっておりま

すが、契約の内容等によりヘッジに高い有効性が明らかに認められる場合については有効性の評価を省略してお

ります。特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 

 

(8) のれんの償却方法及び償却年数 

のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間（計上後20年以内）で均等償却しております。

ただし、金額の僅少な場合は、発生時に一括償却しております。 

 

(9) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

会計方針の変更 

該当事項はありません。 

 

追加情報 
  (株式給付信託(ESOP)における会計処理方法) 

   当社は、2016年11月10日開催の取締役会決議に基づき、従業員インセンティブプラン「株式給付信託(ESOP)」（以下本

制度といいます。）を導入しております。 

(1) 取引の概要 

ESOP信託とは、米国のESOP(Employee Stock Ownership Plan)を参考に、わが国の法令に準拠するように設計した従

業員の株式保有を促進するスキームであり従業員持株会と信託を組み合わせることで、信託ファンドは持株会が将来に

わたって購入する株式を一括して確保することができ、併せて従業員の福利厚生制度の拡充、従業員のモチベーション

アップなどの目的を実現することも可能な制度であります。 

当社が酉島製作所従業員持株会(以下「当社持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者

を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託期間中に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定め

る取得期間内に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株

価の上昇により信託収益がある場合には、期間中に取得した株式数に応じて受益者たる従業員に金銭が分配されます。

株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約の保証条

項に基づき、当社が銀行に対して一括に弁済するため、従業員への追加負担はありません。 

(2) 信託に残存する自社の株式 

信託に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」

（実務対応報告第30号 平成27年３月26日）に基づき、総額法を適用しております。 

     信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己

株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度98百万円、85,400株であります。 

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価格 

当連結会計年度108百万円 

 

表示方法の変更に関する注記 

(｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改正｣の適用) 

   ｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年２月16日)を当連結会計年度から適用してお

り、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。 
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連結貸借対照表に関する注記 

１．担保に供している資産及び担保に係る債務 

(1) 担保に供している資産 

 有形固定資産 222百万円 

   計 222百万円 

   

(2) 担保に係る債務 

 短期借入金 222百万円 

 長期借入金 －百万円 

   計 222百万円 

 

２．有形固定資産の減価償却累計額 18,297百万円 

 

 ３．たな卸資産及び工事損失引当金の表示 

 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。 

損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産のうち、工事損失引当金に対応する額は425百万円（うち、商品

及び製品0百万円、仕掛品425百万円）であります。 

 

４．財務制限条項 

当連結会計年度末の借入金のうち2,000百万円には、シンジケーション方式による金銭消費貸借契約を締結しており、

財務制限条項が付されております。 

下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可能性があ

ります。 

  (1) 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日、

またはローン締結日の属する決算期の直前の決算期における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか

大きい方の75％の金額を維持すること。 

 （2）各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益を２期連続して損失としないこと。 

 

当連結会計年度末の借入金のうち483百万円には借入先との相対による金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限

条項が付されております。 

下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可能性があり

ます。 

(1) 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％の金額を維持するこ

と。 

  (2)  各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益を２期連続して損失としないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 6 － 

連結株主資本等変動計算書に関する注記 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項  

 株式の種類 当連結会計年度期首 当連結会計年度末 

 普通株式 29,889,079株 29,889,079株 
 

 

２．新株予約権に関する事項 

当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

普通株式 116,900株 

 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額  
 決  議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

 
2018年５月10日 

取 締 役 会 
普通株式 245百万円 ９円 2018年３月31日 2018年６月６日 

 
2018年11月８日 

取 締 役 会 
普通株式 246百万円 ９円 2018年９月30日 2018年12月４日 

 
 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 決  議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

 
2019年５月14日 

取 締 役 会 
普通株式 利益剰余金 437百万円 16円 2019年３月31日 2019年６月５日 

（注）配当金の総額には、「株式給付信託(ESOP)」制度の信託財産として株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金

１百万円が含まれております。 

１株当たり配当額には創業100周年記念配当７円が含まれております。
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金融商品に関する注記 
 １．金融商品の状況に関する事項 

 当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しており

ます。 

 受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、適切な与信管理のもとにリスク低減を図っております。また、投資有

価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。 

 借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対

して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブは内部規程に従い、実需の

範囲で行うこととしております。 

 

 ２．金融商品の時価等に関する事項 

 2019年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。 

 区   分 
連結貸借対照表計上額

(※１) 

時    価 

(※１) 
差 額 

 (１) 現金及び預金 15,931百万円 15,931百万円 －百万円 

  (２) 受取手形及び売掛金 25,778 24,858 △920 

 (３) 投資有価証券 6,884 6,884 － 

  (４) 支払手形及び買掛金 (11,145) (11,145) － 

  (５) 短期借入金 (2,443) (2,443) － 

  (６) 長期借入金 (15,470) (15,709)   △238 

  (７) デリバティブ取引(※２)    

 
  ① ヘッジ会計が適用されて 

    いないもの 
       － 

 
  ② ヘッジ会計が適用されて 

    いるもの 
(125) (125) － 

(※１)負債に計上されているものについては、( )で示しております。 

(※２)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては、( )で示しております。 

 

(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

(１)現金及び預金 

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

(２)受取手形及び売掛金 

  これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率

により割り引いた現在価値によっております。 

(３)投資有価証券 

  これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

(４)支払手形及び買掛金、並びに(５)短期借入金 

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

(６)長期借入金 

  長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算

定する方法によっております。変動金利による長期借入金のうち金利スワップの特例処理の対象とされているもの

については(下記(７)参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場

合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。 

(７)デリバティブ取引 

  金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、

その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。(上記(６)参照) 

(注２)非上場株式(連結貸借対照表計上額2,642百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積も

ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(３) 投資有価証券」には含め

ておりません。 

投資事業有限責任組合への出資（連結貸借対照表計上額14百万円）は、組合財産が非上場株式など時価を把握

することが極めて困難と認められているもので構成されているため、「(３) 投資有価証券」には含めており

ません。 
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１株当たり情報に関する注記 
１株当たり純資産額 1,270円43銭 

１株当たり当期純利益 80円18銭 

（注）１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数及び１株当たり当期純利益の算定上の基礎となる普通株

式の期中平均株式数については、「株式給付信託(ESOP)」制度の信託財産として、株式給付信託が保有する当社株式

を控除対象の自己株式に含めて算定しております。 

   １株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末自己株式の期末株式数は85,400株であり、１株当たり当

期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は116,584株であります。 
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個別注記表（2018年４月１日から2019年３月31日まで） 
重要な会計方針に係る事項に関する注記 
１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法によっております。 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定しております。） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法によっております。 

なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっております。 

(2) デリバティブ 

 時価法によっております。 

(3) たな卸資産 

 評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

① 商品及び製品、原材料及び貯蔵品 

 移動平均法による原価法によっております。 

② 仕掛品 

 個別法による原価法によっております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及

び構築物については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

「建物」及び「構築物」 10～50年 

「機械及び装置」及び「車両運搬具」 ４～17年 

「工具、器具及び備品」 ２～20年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用ソフトウェアについては、社内による利用可能期間（５年～７年）に基づいております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に債権の実情を考慮して計上しております。 

(2) 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。 

(3) 製品保証引当金 

 プラント工事等における今後の無償保証工事費用の発生に備えるため、過去の実績に基づいて計上しております。 

(4) 工事損失引当金 

 受注工事の損失に備えるため、当事業年度末における手持受注工事のうち、発生する工事原価の見積額が、受注額

を超過すると見込まれるものについて計上しております。 

(5) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算

定式基準によっております。 
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② 数理計算上の差異の費用処理方法 

 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。 

 

４．重要な収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事 

 工事進行基準（工事の進捗率の見積もりは原価比例法） 

その他の工事 

工事完成基準 

 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 

 

６．ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合

には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には、特例処理を採用しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ（ヘッジ手段）………………為替予約 

（ヘッジ対象）………………外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引 

ｂ（ヘッジ手段）………………金利スワップ 

（ヘッジ対象）………………借入金 

(3) ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動

リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

主として、ヘッジ手段とヘッジ対象について、キャッシュ・フローの変動の累計を比較する方法によっております

が、契約の内容等によりヘッジに高い有効性が明らかに認められる場合については有効性の評価を省略しておりま

す。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 

 

７．消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

会計方針の変更 

該当事項はありません。 

 

追加情報 
 （株式給付信託(ESOP)における会計処理方法） 

  連結注記表「追加情報」(株式給付信託(ESOP)における会計処理方法)に記載しているため、注記を省略しております。 

 

表示方法の変更に関する注記 

（｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改正｣の適用） 

  連結注記表「表示方法の変更に関する注記」(｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)に記載しているため、

注記を省略しております。
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貸借対照表に関する注記 
 

１．有形固定資産の減価償却累計額 15,651百万円 

 

 ２．たな卸資産及び工事損失引当金の表示 

    損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。 

 損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産のうち、工事損失引当金に対応する額は425百万円（うち、商品及

び製品0百万円、仕掛品425百万円）であります。 

 

３．関係会社に対する金銭債権・金銭債務 

 短期金銭債権 1,691百万円 

 長期金銭債権 1,173百万円 

 短期金銭債務 420百万円 

 

４．取締役に対する金銭債権・金銭債務 

 金銭債務 40百万円 

 

５．財務制限条項 

 当事業年度末の借入金のうち2,000百万円には、シンジケーション方式による金銭消費貸借契約を締結しており、財務

制限条項が付されております。 

 下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可能性があり

ます。 

 (1) 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日、

またはローン締結日の属する決算期の直前の決算期における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか

大きい方の75％の金額を維持すること。 

（2）各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益を２期連続して損失としないこと。 

 

 当事業年度末の借入金のうち483百万円には借入先との相対による金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が

付されております。 

 下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可能性があり

ます。 

 （1） 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％の金額を維持するこ

と。 

 （2） 各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益を２期連続して損失としないこと。 

 

損益計算書に関する注記 
関係会社との取引高 

 営業取引による取引高  

 売上高 1,827百万円 

 仕入高 3,107百万円 

 その他 429百万円 

 営業取引以外の取引高 38百万円 

 

株主資本等変動計算書に関する注記 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 株式の種類 当期末の株式数 

 普通株式 2,613,469株 

（注）当事業年度末の自己株式数には、「株式給付信託(ESOP)」が保有する当社株式85,400株が含まれております。
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税効果会計に関する注記 
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産） 

 投 資 有 価 証 券 評 価 損 21百万円 

 関 係 会 社 株 式 評 価 損 654百万円 

 繰 越 欠 損 金 132百万円 

 貸 倒 引 当 金 651百万円 

 賞 与 引 当 金 233百万円 

 製 品 保 証 引 当 金 229百万円 

 工 事 損 失 引 当 金 167百万円 

 退 職 給 付 引 当 金 149百万円 

 そ の 他 422百万円 

 繰 延 税 金 資 産 小 計 2,663百万円 

 評 価 性 引 当 額 △2,150百万円 

 繰 延 税 金 資 産 合 計 512百万円  
 

（繰延税金負債） 

 その他有価証券評価差額金 △696百万円 

 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 △175百万円 

 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 26百万円 

 繰 延 税 金 負 債 合 計 △845百万円 

   

 繰延税金資産（負債）の純額 △332百万円 

   

   

 

関連当事者との取引に関する注記 
 １．子会社及び関連会社等 

   該当事項はありません。 

 

 ２．役員等 

   該当事項はありません。 

    

１株当たり情報に関する注記 
１株当たり純資産額 1,011円62銭 

１株当たり当期純利益 29円98銭 

（注）１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数及び１株当たり当期純利益の算定上の基礎となる普通株式

の期中平均株式数については、「株式給付信託(ESOP)」制度の信託財産として、株式給付信託が保有する当社株式を控

除対象の自己株式に含めて算定しております。 

   １株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は85,400株であり、１株当たり当期純利益の算定上、

控除した当該自己株式数の期中平均株式数は116,584株であります。 

 

連結配当規制適用会社に関する注記 
当社は、連結配当規制適用会社であります。 

 

 

 

 

 

 


